
（仮称）大阪狭山市未来に輝く教育のまち条例（案） 

 

 （目的） 

第１条  この条例は、大阪狭山市（以下「市」という。）の教育行政に関し、市長及

び教育委員会が、子ども、保護者をはじめとする市民の意見を斟酌し、未来に輝く

教育のまちづくりにおいて果たすべき市長、教育委員会、保護者、市民及び学校園

の役割を明らかにするとともに、総がかりで教育の振興に資することを目的とす 

る。 

 

【解説】 

〇第１条は、この条例の目的について、定めています。 

〇本条例は、市長と教育委員会が市民の意見を汲み取り、子どもたちが本市の豊富な歴

史、文化を受け継ぎ、豊かな心とたくましく生きる力を育む教育を推進することやそれぞ

れの役割を明らかにするとともに、総がかりで教育の振興に資することについて規定して

います。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 子ども １８歳未満の者をいう。 

 ⑵ 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者

をいう。 

 ⑶ 市民 市内に居住する者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業活動その他 

の活動を行う者又は団体をいう。 

 ⑷ 学校園 小学校、中学校、認定こども園等をいう。 

 

【解説】 

〇第２条は、この条例で使用する「子ども」「保護者」「市民」「学校園」について、定めて

います。 

〇「子ども」については、児童の権利に関する条約が対象を１８歳未満にしていることや



児童福祉法において「児童とは、満１８歳に満たない者」と規定されており、１８歳未満の

者としています。 

〇「未成年後見人」については、親の死亡などにより親権者が居なくなった場合に未成

年者の代理人となり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為を行う人です。

（民法第８３８条第１号） 

〇「市民」については、市内に住所を有する人（住民）の他に、市外から市内の事業所に

通勤する人、市外から市内の学校に通学する人、市内において事業活動、NPO 活動、

ボランティア活動、自治会活動など様々な活動を行なっている個人や団体をいいます。 

〇「学校園」については、学校教育法第1条に規定する大阪狭山市立の教育施設（小学

校、中学校、幼稚園）のほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の相互的な提供の

推進に関する法律第 2 条第６項に規定する大阪狭山市内の認定こども園、児童福祉法

第 39条第 1項に規定する保育所、児童福祉法第 6条の３第 1０項に規定する小規模

保育事業所としています。 

 

（市長の責務） 

第３条 市長は、教育委員会と十分な意思疎通が図られるよう、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」という。）第１条

の４に規定する総合教育会議を一層充実させるものとする。 

２ 市長は、法第２２条に規定する職務権限に基づき、教育施策を推進できるよう、

必要な体制を整備しなければならない。 

  

【解説】 

〇第３条は、市長の責務について、定めています。 

〇市長は、総合教育会議を教育委員会と十分な意思疎通を図ることで、今後も一層の充

実をさせるものとします。 

〇市長は、予算の執行など教育委員会における様々な事業や施策に推進が図られるよ

うな体制整備に取り組まなければなりません。 

 

（教育委員会の責務） 

第４条 教育委員会は、法第２１条に規定する職務権限に基づき、未来に輝く教育の



まちの実現のために基盤整備、環境づくり及び学びの保障に取り組まなければなら

ない。 

 

【解説】 

〇第４条は、教育委員会の責務について、定めています。 

〇教育委員会は、市長から独立して施策を行いますが、法により職務権限が規定されて

います。例えば、学校の設置、管理及び廃止、教育財産の管理、教育委員会機関の職員

の任免などの人事、就学事務、学校の教育課程や学習指導等、教科書、学校施設の教

具や設備、校長等の研修、教育関係職員や子どもの保健や安全、安全衛生や学校給食、

公民館等の事業や社会教育、スポーツ、文化財の保護に関すること、所掌事務に係る広

報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関することなどがあげられます。 

  

（保護者の役割） 

第５条 保護者は、家庭が子どもの健やかな育ちの基盤であることから、教育の第一

義的責任を有する者として、子どもの発達の過程に応じて生きる力を育むことがで

きるよう努めるものとする。 

 

【解説】 

〇第５条は、「保護者の役割」について、定めています。 

〇子どもにとって家庭は育ちの基盤となる居場所です。保護者は、生活のために必要な

生活習慣、豊かな情操、他人に対する思いやりを身に付けさせるとともに、自立心を育成

し、人生を充実させるため、子どもが安心して過ごせる家庭環境づくりに努めるものとし

ます。 

 

 （市民の役割） 

第６条 市民は、教育への関心と理解を深める様々な取組に参画するとともに、学校

園、家庭等と相互に連携及び協力するよう努めるものとする。 

 

【解説】 

〇第６条は、「市民の役割」について、定めています。 



〇子どもを中心に､学校園と市民が力を合わせて、学校運営に取り組む「コミュニティ・

スクール」をはじめ、地域と連携した行事（ゲストティチャー、学習田、登下校の見守り、美

化清掃、危険個所の改善など）など、まちぐるみで子どもたちを育てる場にたくさんの

方々が参画しています。今後も学校を支援し、様々な交流を進めることで、教育への関心

と理解を深め、子どもたちの成長を支えることに、連携及び協力するように努めるものと

します。 

 

（学校園の役割） 

第７条 学校園は、一人ひとりの子どもが成長や発達の過程に応じて、主体的に学び、

将来、社会において自立的に生きるための基礎を培うことができるように、市が定

める施策、取組及び目標を学校園内で共有するよう努めなければならない。 

２ 学校園は、学校園間で、保育及び教育の連続性を意識した連携を行い、その達成

のために必要な取組を行うよう努めなければならない。 

  

【解説】 

〇第７条は、「学校園の役割」について、定めています。 

〇学校園は子ども一人ひとりの成長に合わせて、主体的に学びながら、将来社会で自立

して生きる力を育むため、市が定める施策、取組みや目標を学校園内で共有することが

必要です。さらに他の学校園とも連携し、保育や教育のつながりを意識しながら取り組む

ことが必要です。 

 

 （教育振興基本計画の策定） 

第８条 教育委員会は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項に

規定する基本的な計画（以下「教育振興基本計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 教育振興基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 ⑴ 市における教育の基本的な目標 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市における教育の振興のための施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 

３ 教育委員会は、教育振興基本計画を定めるにあたっては、その基本的な事項につ



いて、子ども及び市民の意見を反映するための適切な措置を講ずるものとする。 

４ 教育委員会は、教育振興基本計画を定めたときは、これを市議会に報告するとと

もに、公表しなければならない。 

５ 前各項（第２項を除く。）の規定は、教育振興基本計画を変更する場合について準

用する。 

 

【解説】 

〇第８条は、「教育振興基本計画の策定」について、定めています。 

〇教育基本法第１７条２項に基づき、本市では、平成２７年３月から策定し、５年ごとに見

直し、計画を策定しています。策定にあたっては、市の最上位計画である「大阪狭山市総

合計画」をはじめ、他の関連計画と整合を図り、子ども及び市民からの意見募集を行っ

ています。 

 〇策定後は、議会に報告し、市民に公表しています。 

 〇計画を変更するときも同様に、議会に報告し、市民に公表します。 

 

 （教育振興基本計画の推進） 

第９条 教育委員会は、前条第１項の規定により定めた教育振興基本計画を、市長、

保護者、市民及び学校園と一体となって、推進するものとする。 

 

【解説】 

〇第９条は、「教育振興基本計画の推進」について、定めています。 

〇教育委員会は、策定した教育振興基本計画を、市長、保護者、市民、学校園と一体とな

って、総がかりで取り組んでまいります。 

 

 （意見情報の共有） 

第１０条 市長及び教育委員会は、市における教育の振興のための施策について説明

をする責任を果たすため、教育に関する情報を積極的に提供するものとする。 

２ 市長及び教育委員会は、子どもの最善の利益を実現するために、子どもの意見を

聴取するとともに、保護者、市民の意向を的確に把握し、教育行政に適切に反映さ

せるよう努めなければならない。 



 

【解説】 

〇第１０条は、「意見情報の共有」について、定めています。 

〇市長と教育委員会は、教育振興のため施策を説明する責任を果たし、教育における情

報提供を行います。 

〇子どもの利益を最優先に考え、子どもの意見を聴き、保護者や市民の意向を把握し、

教育行政に反映できるよう、努めてまいります。 

 

 （委任） 

第１１条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

【解説】 

〇第１１条は、「委任」について、定めています。 

〇この条例を定めること以外で、条例の施行について必要な事項は、別に定めることを

規定しています。 

 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

【解説】 

〇条例の施行日は、令和７年４月１日に定めています。 

 

 

 

 


